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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靴（ｓ）を履く際及び靴（ｓ）を脱ぐ際の両方に使用することができる靴履かせ・靴脱
がし具（１）であって、
　前記靴履かせ・靴脱がし具（１）を使用する際に人が持つ柄（２）と、
　前記柄（２）の下部側に設けられた、靴（ｓ）の履き口（ｅ）に差し込み、ここに足（
ｆ）の踵（ｈ）に当てがいながら靴（ｓ）を履かせるための舌片状板材から成る靴べら部
（３）と、
　前記柄（２）の下部と前記靴べら部（３）の上部との間に連続して形成された、板材を
階段状に２カ所曲折し、その段になった部位の裏面側が靴の履き口に（ｅ）掛け止められ
る曲折部（４）と、を有し、
　前記曲折部（４）の段になった部位の表面側に踵（ｈ）をいったん載せる傾斜部（４ａ
）が、その裏面側に、靴の履き口（ｅ）に掛け止められる掛け止め面部（４ｂ）がそれぞ
れ形成され、
　靴を履く際に、前記靴べら部（３）を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に差し込み、前記曲折部
（４）は靴（ｓ）の履き口（ｅ）に掛け止め、この状態で該曲折部（４）の表面側に踵（
ｈ）を一旦保持させ、この踵（ｈ）の位置決めとして機能させ、そのまま踵（ｈ）を靴（
ｓ）の中に押し込み、
　靴（ｓ）を脱ぐ際には、該曲折部（４）の裏面側を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に掛け止め
、足（ｆ）を上げると靴（ｓ）の履き口（ｅ）から足（ｆ）を引き出せるように構成され
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た、ことを特徴とする靴履かせ・靴脱がし具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靴を履くときと靴を脱ぐときの両方に使用できる靴履かせ・靴脱がし具に係
り、特に足腰の動きや体の曲げが不自由な者が靴を安全かつ容易に履くことができ、また
脱ぐことができる靴履かせ・靴脱がし具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、靴を履くときに靴べらが使用されている。この靴べらは文字通りへら状のも
ので、材質はプラスチック製、木製、竹製、金属等のものがある。靴べらの表面は滑らか
に仕上げられ、靴と足の踵との隙間に差し込められる程度の厚さを有し、また踵の横幅よ
りも幅が狭く形成されている。靴を履くに際して、靴の履き口に靴べらを差し込み、この
靴べらに踵を当てながら踵を落として足を入れていく。この靴べらは靴の伸縮性が乏しい
革靴によく使用されている。玄関等では柄の長い靴べらがよく使用されている。
【０００３】
　一方、靴を脱ぐ際には靴の履き口部分（足の踵部分）を手で持って脱ぐ方法が一般的で
ある。乗馬靴、ブーツのような脱ぎづらい靴を容易に脱ぐことができる靴脱ぎ具が提案さ
れている。図８の平面図（ａ）、正面図（ｂ）に示すように、この靴脱ぎ具５１は、１枚
の長板５２の一端にＵ字形状の靴掛け止め部５３を、長板５２の他端に踏み板部５４をそ
れぞれ有し、長板５２の中間の下面に支持台５５を備えた道具である。
【０００４】
　この靴脱ぎ具５１の使用に際して、図９の使用状態の斜視図に示すように、靴掛け止め
部５３に長靴・ブーツ等の一方の靴（右脚）Ｓの踵を掛け止め、反対の足（左脚）で踏み
板部５４を踏んだ状態で、靴掛け止め部５３に掛け止めた靴Ｓから足を抜き取る。このと
き浮き上がろうとする靴脱ぎ具５１は踏み板部５４を踏むことで阻止できる。
【０００５】
　この１枚の長板５２から成る靴脱ぎ具５１では、足腰の動きや体の曲げが不自由な者が
、立ったまま、腰かけたままで靴を脱ぐことは困難であった。そこで、座って靴を脱ぐこ
とができるようにした靴脱ぎ具に関する技術が提案されている。例えば、特許文献１の特
開２０１１－１９５４２号公報「長靴脱ぎ器」のように、長靴・ブーツ等の履物の踵をひ
っかけて脱がす補助板を先端に備えた板部に、脚とその上部に座面を備えた椅子部を乗せ
ることによって固定し、座った状態で快適に脱げる事を特徴とする長靴脱ぎ器が提案され
ている。この板部は、先端に長靴・ブーツ等の足首部をはさめる形状の切り欠きをもたせ
た補助板を設けたものである。また、前記板部は、その本体中央に足を乗せられるステッ
プを有する。
【０００６】
　上述した特許文献１の「長靴脱ぎ器」によれば、椅子部に座って、補助板に設けられた
切り欠きに踵をはさみ、足を手前に引き寄せることで、長靴・ブーツ等の履物のみ補助板
に捕らえられ脱ぐことができるので、動作の途中に手の補助を必要としない。そのため中
腰や屈む、片足を上げるなどの動作も不要になり、身体的負担が軽減される。また履物を
脱いだ足は板に置くことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１９５４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　年齢の積み重ねにより、身体機能が衰え、筋肉の衰退、関節の劣化等に因り、膝の屈伸
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に痛みを伴い、腰が曲がりにくくなってくる。このような人にとって、中腰の体勢をとり
ながら靴を脱ぐ作業は困難な作業であった。特許文献１の「長靴脱ぎ器」でも、補助板に
設けられた切り欠きに踵をはさみ、足を手前に引き寄せる際に、この補助板を備えた板部
が浮き上がるおそれがある。両方の足を自由に動かせる人は、この板部の本体中央のステ
ップに足を乗せることで浮き上がりを阻止できる。しかし、足が不自由な人は、この板部
のステップに足を乗せることができず、容易に脱ぐことができないという問題を有してい
た。
【０００９】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、靴べらに脱ぐときの機能を付加することで、それぞれの機能を用いて容易に靴を
履くことができ、容易に靴を脱ぐこともできる靴履かせ・靴脱がし具を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、靴（ｓ）を履く際及び靴（ｓ）を脱ぐ際の両方に使用することができる靴履
かせ・靴脱がし具（１）であって、
　前記靴履かせ・靴脱がし具（１）を使用する際に人が持つ柄（２）と、
　前記柄（２）の下部側に設けられた、靴（ｓ）の履き口（ｅ）に差し込み、ここに足（
ｆ）の踵（ｈ）に当てがいながら靴（ｓ）を履かせるための舌片状板材から成る靴べら部
（３）と、
　前記柄（２）の下部と前記靴べら部（３）の上部との間に連続して形成された、板材を
階段状に２カ所曲折し、その段になった部位の裏面側が靴の履き口に（ｅ）掛け止められ
る曲折部（４）と、を有し、
　前記曲折部（４）の段になった部位の表面側に踵（ｈ）をいったん載せる傾斜部（４ａ
）が、その裏面側に、靴の履き口（ｅ）に掛け止められる掛け止め面部（４ｂ）がそれぞ
れ形成され、
　靴を履く際に、前記靴べら部（３）を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に差し込み、前記曲折部
（４）は靴（ｓ）の履き口（ｅ）に掛け止め、この状態で該曲折部（４）の表面側に踵（
ｈ）を一旦保持させ、この踵（ｈ）の位置決めとして機能させ、そのまま踵（ｈ）を靴（
ｓ）の中に押し込み、
　靴（ｓ）を脱ぐ際には、該曲折部（４）の裏面側を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に掛け止め
、足（ｆ）を上げると靴（ｓ）の履き口（ｅ）から足（ｆ）を引き出せるように構成され
た、ことを特徴とする。
【００１１】
　前記曲折部（４）の段になった部位の裏面側に、靴の履き口（ｅ）に掛け止められる溝
部（４ｃ）が形成されたものでもよい。
　前記曲折部（４）の段になった部位の裏面側に、靴の履き口（ｅ）に掛け止められる突
起（４ｄ）が複数設けられたものでもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、足腰が弱く立った状態での動作に不安がある人が、靴（ｓ）を履くときと
靴（ｓ）を脱ぐときの両方に使用でき、安心して靴（ｓ）を履いたり、脱いだりすること
ができる。靴（ｓ）を履くときは、通常の靴べらと同様な方法で、靴べら部（３）の舌片
状板材を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に差し込み、ここに足（ｆ）の踵（ｈ）に当てがいなが
ら踵（ｈ）を履き口（ｅ）に落下させるだけで、容易に靴（ｓ）を履くことができる。
【００１３】
　一方、靴（ｓ）を脱ぐときは、靴べら部（３）の舌片状板材を靴（ｓ）の履き口（ｅ）
に差し込むと同時に、靴脱がし部として機能する曲折部（４）が靴（ｓ）の履き口（ｅ）
に掛け止められる。そのまま足（ｆ）を上げれば靴（ｓ）の履き口（ｅ）から足（ｆ）を
引き出すことができる。従来の「靴べら」と同様な使用方法で靴（ｓ）を履くことができ
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、その逆の動作をするだけで靴（ｓ）を脱ぐことができる。従来のように靴（ｓ）を脱ぐ
とき、手指を靴（ｓ）の履き口（ｅ）に当てる必要がない。即ち、紐を解く必要がないと
きは立ったままで靴（ｓ）を容易に履くことができ、更に靴（ｓ）を脱ぐことができる。
【００１４】
　特に、本発明の曲折部（４）は、靴（ｓ）を履く際に曲折部（４）の表面側の傾斜部（
４ａ）に踵（ｈ）を一旦保持させることができる。踵（ｈ）の位置決めとして機能するの
で、安定した状態で靴を履くことができる。
　この曲折部（４）は、靴（ｓ）を脱ぐ際には、曲折部（４）の裏面側の掛け止め面部（
４ｂ）、溝部（４ｃ）、突起（４ｄ）が靴（ｓ）の履き口（ｅ）に掛け止められるので、
足（ｆ）を上げると靴（ｓ）の履き口（ｅ）から足（ｆ）を引き出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を示し、（ａ)は正面図、（ｂ）は側断面図、
（ｃ）は背面図である。
【図２】実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を示し、（ａ)は一部拡大側断面図、（ｂ）は
一部拡大背面図である。
【図３】実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を「靴履かせ具」（靴べら）として使用する状
態を示す側面であり、（ａ)は靴に靴履かせ・靴脱がし具を差し込んだ状態、（ｂ)は足に
靴を履かせる状態である。
【図４】実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を「靴脱がし具」として使用する状態を示す側
面図であり、（ａ)は靴に靴履かせ・靴脱がし具を差し込んだ状態、（ｂ)は靴から足を抜
く状態である。
【図５】曲折部の変形例１を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
【図６】曲折部の変形例２を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
【図７】曲折部の変形例３を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
【図８】従来の靴脱ぎ具を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図である。
【図９】従来の靴脱ぎ具の使用状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、柄の一端に設けられた、靴の履き口に差し込み、ここに足の踵を当てがいな
がら靴を履かせるための舌片状板材から成る靴べら部と、靴べら部の上部に形成された靴
脱がし部として機能する曲折部と、を有し、靴を履く際及び靴を脱ぐ際の両方に使用する
ことができる靴履かせ・靴脱がし具である。
【実施例１】
【００１７】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
　図１は実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を示し、（ａ)は正面図、（ｂ）は側断面図、
（ｃ）は背面図である。図２は実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を示し、（ａ)は一部拡
大側面図、（ｂ）は一部拡大背面図である。
　実施例１の靴履かせ・靴脱がし具１は、人が持つことができる柄２と、この柄２の下部
に設けられた靴べら部３と、この靴べら部３に連続して形成された曲折部４とを有する補
助具である。靴履かせ・靴脱がし具１は、靴ｓを履く際及び靴ｓを脱ぐ際の両方に使用す
ることができる。この曲折部４が靴脱がし部として機能する。
【００１８】
＜柄の構成＞
　柄２は、靴履かせ・靴脱がし具１を使用する際に、人が持つ部分である。図示例では、
人の掌の中に納まる程度の幅、厚みを有するものが好ましい。なお、本発明の靴履かせ・
靴脱がし具１は靴ｓを履く際は手を添える程度で良いが、靴ｓを脱ぐ際には上方へ軽く荷
重がかかるので、所定の剛性を有するものが好ましい。この柄２の長さは一例であって、
これより長くすること、逆に短くすることができる。柄２の上部には、フックに掛け止め
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る際に用いる紐通しの穴５を開けている。
　なお、柄２の上部には人が持つグリップを取り付けることも可能である。
【００１９】
＜靴べら部の構成＞
　柄２の下部に靴べら部３が設けられている。この靴べら部３は舌片状板材から成り、足
の踵に当たりやすいように緩やかに湾曲した形状になる。通常の「靴べら」として機能す
る部分である。すなわち、人の使用に際して、この柄２を持って靴べら部３を靴ｓの履き
口ｅに差し込み、ここに足ｆの踵ｈに当てがいながら靴ｓを履くものである。
【００２０】
＜曲折部（靴脱がし部）の構成＞
　柄２の下部と靴べら部３の上部との間に連続して曲折部４が形成されている。この曲折
部４は、板材を階段状に２カ所曲折し、その段になった部位の裏面側が靴ｓの履き口ｅに
掛け止められる構成になる。曲折部４は靴脱がし部として機能する部位である。
　曲折部４は前方に下にやや傾斜する形状が好ましい。靴ｓを履く際に円滑に履けるよう
にするためである。但し、急な傾斜にすると、靴ｓの履き口ｅに掛け止められず靴脱がし
部として機能しなくなるからである。
【００２１】
　実施例１の曲折部４は、図２に示すように、舌片状板材の靴べら部３に連続して形成さ
れている。使用に際して、靴履かせ・靴脱がし具１の靴べら部３を、靴ｓの履き口ｅから
差し込むと同時に、曲折部４の裏面（下側面）が靴ｓの履き口ｅの周縁に当たるようにな
っている。
【００２２】
　靴べら部３の上部において、曲折部４を形成する位置は、図２（ａ）に示すように、靴
べら部３の先端部が靴ｓの内底に接しない長さが望ましい。即ち、靴べら部３の先端部が
靴ｓの内底に接する前に、曲折部４が靴ｓの履き口ｅに接する状態になる位置が良い。靴
ｓを脱ぐときに靴ｓの履き口ｅ周縁に曲折部４が当たり、靴ｓを脱がし易くするためであ
る。また、通常は薄く形成されている靴べら部３の先端部の損傷を防止するためである。
【００２３】
　このとき靴脱がし部として機能する曲折部４は、所定の長さを有する柄２の下部に形成
されているので、立った状態、又は腰を曲げないで靴を脱ぐことができる。即ち、屈むこ
ともなく容易に靴を脱ぐことができる。
【００２４】
＜「靴履かせ具」として使用する方法の説明＞
　図３は実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を「靴履かせ具」（靴べら）として使用する状
態を示す側面であり、（ａ)は靴に靴履かせ・靴脱がし具を差し込んだ状態、（ｂ)は足に
靴を履かせる状態である。
　本発明の靴履かせ・靴脱がし具１を「靴履かせ具」として使用するときは、図３（ａ)
に示すように、靴履かせ・靴脱がし具１の柄２を手で持ち、靴べら部３を靴ｓの履き口ｅ
に差し込む。次に、靴べら部３を足ｆの踵ｈに当てがいながら爪先を靴ｓの先端に差し込
む。図３（ｂ)に示すように、そのまま足ｆの踵ｈを靴ｓの履き口ｅに落とし込み、靴ｓ
を履くことができる。通常の「靴べら」と同じような使い方で、違和感がなく靴ｓを履く
ことができる。
【００２５】
　特に、本発明の曲折部４は、靴ｓを履く際に曲折部４の表面側に踵ｈを一旦保持させる
ことができる。踵ｈの位置決めとして機能するので、安定した状態で靴を履くことができ
る。
【００２６】
＜「靴脱がし具」として使用する方法の説明＞
　図４は実施例１の靴履かせ・靴脱がし具を「靴脱がし具」として使用する状態を示す側
面であり、（ａ)は靴に靴履かせ・靴脱がし具を差し込んだ状態、（ｂ)は靴から足を抜く



(6) JP 6229811 B1 2017.11.15

10

20

30

40

50

状態である。
　本発明の靴履かせ・靴脱がし具１を「靴脱がし具」として使用するときは、図４（ａ)
に示すように、靴履かせ・靴脱がし具１の柄２を手で持ち、靴べら部３を靴ｓの履き口ｅ
と踵ｈとの間に差し込む。同時に、この曲折部４が靴の履き口ｅに掛け止められる。
【００２７】
　次に、図４（ｂ)に示すように、そのまま足を上げながら靴ｓの履き口ｅから足を引き
出す。このとき曲折部４が靴の履き口ｅに掛け止められているので、靴ｓの履き口ｅから
足ｆを引き出すことができる。本発明の靴履かせ・靴脱がし具１は、従来の「靴べら」と
同様な使用方法で靴ｓを履くことができ、その逆の動作をするだけで靴ｓを脱ぐことがで
きる。従来のように靴ｓを脱ぐとき、手指を靴ｓの履き口ｅに当てる必要がなく靴ｓを脱
ぐことができる。
【００２８】
＜曲折部の変形例１＞
　図５は曲折部の変形例１を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
　曲折部４の変形例１は、靴履かせ・靴脱がし具１の曲折部４の段になった部位の表面側
に、踵ｈを一旦載せる傾斜部４ａを、その裏面側に靴の履き口ｅに掛け止められる掛け止
め面部４ｂをそれぞれ形成したものである。柄２から靴べら部３まで合成樹脂の一体成型
の場合は、この曲折部４が一部肉厚な状態になる。
【００２９】
　この曲折部４の変形例１では、靴ｓを履く際に曲折部４の表面側の傾斜部４ａに踵ｈを
一旦保持させる。踵ｈの位置決めとして機能させる。その後、足ｆを靴ｓの中に落とし込
み、安定した状態で靴を履くことができる。
　靴ｓを脱ぐ際は、曲折部４の裏面側の掛け止め面部４ｂは、靴の履き口ｅに掛け止めら
れ。そのまま足ｆを踵ｆから引き上げる際に、靴履かせ・靴脱がし具１は靴ｓから簡単に
外れない。安定した状態で靴ｓを脱がすことができる。この掛け止め面部４ｂには、滑り
止め加工を施す。例えば、梨地状に加工したり、皮革を貼り付けることが可能である。
【００３０】
＜曲折部の変形例２＞
　図６は曲折部の変形例２を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
　曲折部４の変形例２は、靴履かせ・靴脱がし具１の曲折部４の裏面側に溝４ｃを形成し
たものである。溝４ｃは靴ｓの履き口ｅに掛け止め、そのまま足ｆを踵ｈから引き上げる
際に簡単に外れないようになる。溝４ｃは、柄２から靴べら部３まで合成樹脂の一体成型
の場合は、この曲折部４に縁を立ち上げて溝形状に形成する。
【００３１】
＜曲折部の変形例３＞
　図７は曲折部の変形例３を示し、（ａ)は拡大側断面図、（ｂ）は拡大背面図である。
　実施例２の靴履かせ・靴脱がし具１の曲折部４に突起４ｄを形成したものである。突起
４ｄは靴ｓの履き口ｅに掛け止め、そのまま足ｆを踵ｈから引き上げる際に簡単に外れな
い。そこで、図示するように変形例３のよう２個の突起４ｄを形成した。なお、１個の突
起４ｄであっても靴べら部３を靴ｓの履き口ｅに掛け止めているので安定した状態で靴ｓ
を脱がすことができる。
【００３２】
　なお、本発明は、靴べらに脱ぐときの機能を付加することで、それぞれの機能を用いて
容易に靴ｓを履くことができ、容易に靴ｓを脱ぐこともできる構成であれば、上述した発
明の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できることは勿
論である。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の靴履かせ・靴脱がし具は、高齢者の居住地に限定されず、特養施設、病院等の
足腰の弱った人が居る場所、施設であれば利用することができる。
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【符号の説明】
【００３４】
　１　靴履かせ・靴脱がし具
　２　柄
　３　靴べら部
　４　曲折部（靴脱がし部）
４ａ　傾斜部
４ｂ　掛け止め面部
４ｃ　溝部
４ｄ　突起
　ｓ　靴
　ｅ　履き口
　ｆ　足
　ｈ　踵

【要約】
【課題】靴べらに脱ぐときの機能を付加することで、それぞれの機能を用いて容易に靴を
履くことができ、容易に靴を脱ぐこともできる。
【解決手段】柄２の下部側に設けられた、靴ｓの履き口ｅに差し込み、ここに足ｆの踵ｈ
に当てがいながら靴ｓを履かせるための舌片状板材から成る靴べら部３と、柄２の下部と
前記靴べら部３の上部との間に連続して形成された、板材を階段状に２カ所曲折し、その
段になった部位の裏面側が靴の履き口にｅ掛け止められる曲折部４と、を有する。靴ｓを
履く際及び靴ｓを脱ぐ際の両方に使用することができる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(10) JP 6229811 B1 2017.11.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開平０４－０１５４８１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０３－００００１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－０７３７７６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭４８－０３７０４２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０６－００７５８０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５９－１３９２５０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭６０－０４８７７６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５５－１３０６４２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－０５７２２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｇ　　２５／８２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

